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株式分割後における株主優待制度の実質拡充に関するお知らせ 

   

当社は、2020 年２月７日開示「株式分割および定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」

にて 2020 年４月１日（水）を効力発生日とする株式分割についてお知らせいたしましたが、今回の株式分割

後において株主優待制度が実質拡充となりますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１． 株式分割後における株主優待制度の実質拡充について 

   今回の株式分割（２分割）に際し、現行の株主優待制度の対象である「１単元（100 株以上）保有の株主

様」について変更を行わず、維持いたします。これに伴い、新たに株式分割後の最低投資単位を保有の株主

様も優待の対象となりますので、実質的な制度拡充となります。 

なお、当社の株主優待制度の対象は、毎年９月 30 日現在の株主名簿に記載または記録された株主様が対

象となります。 

 

 

２． 株主優待制度の内容 

所有株式数 

優待内容 

株式分割前 株式分割後 

９月 30 日(年１回) 9 月 30 日(年１回) 

100 株以上 1,000 株未満 クオ・カード 1,000 円分 クオ・カード 1,000 円分 

1,000 株以上 クオ・カード 3,000 円分 クオ・カード 3,000 円分 

  

 
以 上 


